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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】使用者が無理な姿勢を強いることなく容易に操
作を行なうことができるともに、ものが衝突しても破損
、損傷する危険性が低い転倒防止スタンドを提供する。
【解決手段】使用者が解除レバー９を足で操作して、弾
性バネによるバネ弾性力に逆らって、転倒防止スタンド
８が脚部結合体７の長孔に沿って脚部の方向と逆方向に
移動し、転倒防止スタンド８の床面の位置の維持状態が
解除されるので、使用者が無理な姿勢を強いることなく
容易に操作を行なうことができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上部媒体を支持する脚部に取り付けられ、該上部媒体が転倒しないように支持する転倒
防止機器であって、
　前記脚部の端部に設けられた脚部結合体と、
　前記脚部結合体の端部近傍と結合し、該結合部を軸として、床面の位置から前記脚部上
方の位置まで回動可能で、床面の位置のときには前記脚部結合体の先端から延出する転倒
防止スタンドと、
　前記転倒防止スタンド上部に設けられ、前記転倒防止スタンドを床面の位置の維持状態
にするため前記脚部結合体下部と係止する係止部と、
　前記係止部を脚部結合体下部に係止しない状態にし、前記転倒防止スタンドの床面の位
置の維持状態を解除する床面状態解除手段と、を有し、
　　該床面状態解除手段は、使用者の足により操作されることにより、前記転倒防止スタ
ンドの床面の位置の維持状態を解除することを特徴とする転倒防止機器。
【請求項２】
　前記転倒防止スタンドに前記脚部の方向のバネ弾性力を付与する弾性バネと、を有し、
　前記脚部結合体は、前記転倒防止スタンドとの結合部に前記脚部方向の長孔が形成され
、
　前記床面状態解除手段が操作されることにより、前記弾性バネによるバネ弾性力に逆ら
って、前記転倒防止スタンドが前記脚部結合体の長孔に沿って前記脚部の方向と逆方向に
移動し、前記係止部による前記脚部結合体と前記転倒防止スタンドの係止が解かれること
により、前記転倒防止スタンドの床面の位置の維持状態が解除されることを特徴とする請
求項１記載の転倒防止機器。
【請求項３】
　前記脚部結合体は、前記脚部の端部に着脱自在に取り付けられることを特徴とする請求
項１記載の転倒防止機器。
【請求項４】
　前記転倒防止スタンドは、前記脚部結合体下部を軸として、前記弾性バネによるバネ弾
性力に逆らって前記脚部結合体の長孔に沿って移動しながら、前記転倒防止スタンド先端
を脚部方向に回動させることができる請求項２記載の転倒防止機器。
【請求項５】
　前記係止部は、前記転倒防止スタンドに一体的に構成されていることを特徴とする請求
項１記載の転倒防止機器。
【請求項６】
　前記床面状態解除手段は、前記転倒防止スタンドが床面の位置の状態で前記転倒防止ス
タンド近傍の前記脚部の方向側で、該転倒防止スタンドの左右側面から延出して設けられ
ている解除レバー、または、前記脚部結合体上部に設けられた解除ボタンであることを特
徴とする請求項１記載の転倒防止機器。
【請求項７】
　前記脚部と前記脚部結合体の間に着脱自在に取り付けられる脚部接続体を、さらに有し
、
　前記脚部端部の形状が異なっていても前記脚部結合体を前記脚部接続体を介して前記脚
部に取り付けることができる請求項３記載の転倒防止機器。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、上部媒体の転倒を防止する転倒防止機器に関し、詳しくは、上部媒体を支持
する脚部に取り付けられ、上部媒体が転倒しないように支持する転倒防止機器に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来より、転倒防止スタンドを設けられた黒板用スタンドが知られている、この黒板用
スタンド１００は、図２０に示すように、黒板を支持する支柱パイプと、支柱パイプを支
持して直立状態に保持するベース部１０５と、ベース部１０５の端部近傍下部に軸部を介
して取り付けられた回動自在なキャスター１０６と、板材により形成されベース部１０５
の端部近傍の取り付け位置に垂直面で回動自在に一端を支持されベース部１０５の先端か
ら延出して床面に接する転倒防止位置とベース部１０５上方の移動許容位置とに選択的に
回動される補助スタンド１１１と、転倒防止位置に回動された補助スタンド１１１が床面
から離反する方向へ回動することを妨げるように補助スタンド１１１を固定するロック機
構１２４を有し、そのロック機構１２４は、ベース部１０５の補助スタンド取り付け位置
よりもベース部１０５の中央寄りに形成され長手方向がベース部１０５に平行である長孔
１１８と、長孔１１８から突出し長孔１１８の長手方向にスライド自在であるロックピン
１１９と、ロックピン１１９をベース部１０５の先端の方向へ押すバネ１２１と、補助ス
タンド１１１の端部に形成されたロックピン１１９に係合する溝１２３が設けられている
ものであった（例えば、特許文献１）。ここで、図２０は、従来の補助スタンドがベース
部上方の移動許容位置にある黒板用スタンドを示す斜視図である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－１８５０８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の黒板用スタンドは、補助スタンド１１１をベース部１０５の先端から延出して床
面に接する転倒防止位置とベース部１０５上方の移動許容位置とに選択的に回動させるた
めには、使用者が手動により、ロックピン１１９を長孔１１８から突出させて長孔１１８
の長手方向にスライドさせる必要があり、使用勝手の悪いという問題があった。また、補
助スタンド１１１が転倒防止位置に回動しているときはロックピン１１９が溝１２３に係
合しているため、ベース部１０５の先端から延出している部分に何らかのものが衝突する
と、補助スタンド１１１が破損してしまうことになるとともに、被衝突物にも損傷を与え
るという問題があった。さらに、補助スタンド１１１が黒板用スタンドに一体として設け
られているので、常に補助スタンド１１１が装備された状態で使用せざるを得ず、使用に
際し補助スタンド１１１がズボンや足などに引っ掛かり邪魔になる場合もあった。
【０００５】
　本発明は上記問題点に鑑みてなされたもので、使用者が無理な姿勢を強いることなく容
易に操作を行なうことができるともに、ものが衝突しても破損、損傷する危険性が低い転
倒防止スタンドを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決し上記目的を達成するために、本発明のうち第１の態様に係るものは、
　　上部媒体を支持する脚部に取り付けられ、上部媒体が転倒しないように支持する転倒
防止機器であって、脚部の端部に設けられた脚部結合体と、脚部結合体の端部近傍と結合
し、結合部を軸として、床面の位置から脚部上方の位置まで回動可能で、床面の位置のと
きには脚部結合体の先端から延出する転倒防止スタンドと、転倒防止スタンド上部に設け
られ、転倒防止スタンドを床面の位置の維持状態にするため脚部結合体下部と係止する係
止部と、係止部を脚部結合体下部に係止しない状態にし、転倒防止スタンドの床面の位置
の維持状態を解除する床面状態解除手段と、を有し、床面状態解除手段は、使用者の足に
より操作されることにより、転倒防止スタンドの床面の位置の維持状態を解除することを
特徴とするものである。



(4) JP 2016-190018 A 2016.11.10

10

20

30

40

50

【０００７】
　本発明によれば、使用者が床面状態解除手段を足で操作して、転倒防止スタンドの床面
の位置の維持状態が解除されるので、使用者が無理な姿勢を強いることなく容易に操作を
行なうことができる。
【０００８】
　本発明のうち第２の態様に係るものは、第１の態様に係る転倒防止機器であって、転倒
防止スタンドに脚部の方向のバネ弾性力を付与する弾性バネと、を有し、脚部結合体は、
転倒防止スタンドとの結合部に脚部方向の長孔が形成され、床面状態解除手段が操作され
ることにより、弾性バネによるバネ弾性力に逆らって、転倒防止スタンドが脚部結合体の
長孔に沿って脚部の方向と逆方向に移動し、係止部による脚部結合体と転倒防止スタンド
の係止が解かれることにより、転倒防止スタンドの床面の位置の維持状態が解除されるこ
とを特徴とするものである。
【０００９】
　本発明のうち第３の態様に係るものは、第１の態様に係る転倒防止機器であって、脚部
結合体は、脚部の端部に着脱自在に取り付けられることを特徴とするものである。
【００１０】
　本発明によれば、脚部結合体が脚部の端部と着脱自在に取り付けられているので、より
安全性を高める必要があるときに転倒防止機器を取り付け、転倒防止機器が必要でないと
きには取る外すことができる。これにより、転倒防止機器が必要でないときに転倒防止機
器に引っ掛けるなどの危険性をなくすことができるとともに、上部媒体セットを転倒防止
機器なしで販売すること、すなわち、転倒防止機器をオプション製品として販売すること
もできる。
【００１１】
　本発明のうち第４の態様に係るものは、第２の態様に係る転倒防止機器であって、転倒
防止スタンドは、脚部結合体下部を軸として、弾性バネによるバネ弾性力に逆らって脚部
結合体の長孔に沿って移動しながら、転倒防止スタンド先端を脚部方向に回動させること
ができる。
【００１２】
　本発明によれば、脚部結合体下部を軸として弾性バネによるバネ弾性力に逆らって転倒
防止スタンド先端を脚部方向に回動させることができるので、転倒防止スタンドにものが
衝突しても破損、損傷する危険性を低くすることができる。
【００１３】
　本発明のうち第５の態様に係るものは、第１の態様に係る転倒防止機器であって、係止
部は、転倒防止スタンドに一体的に構成されていることを特徴とするものである。
【００１４】
　本発明のうち第６の態様に係るものは、第１の態様に係る転倒防止機器であって、床面
状態解除手段は、転倒防止スタンドが床面の位置の状態で転倒防止スタンド近傍の脚部の
方向側で、転倒防止スタンドの左右側面から延出して設けられている解除レバー、または
、脚部結合体上部に設けられた解除ボタンであることを特徴とするものである。
【００１５】
　本発明によれば、床面状態解除手段が、転倒防止スタンドが床面の位置の状態で転倒防
止スタンド近傍の脚部の方向側で、転倒防止スタンドの左右側面から延出して設けられて
いる解除レバー、または、脚部結合体上部に設けられた解除ボタンであるので、使用者は
足により解除レバーまたは解除ボタンを容易に操作することができる。
【００１６】
　本発明のうち第７の態様に係るものは、第３の態様に係る転倒防止機器であって、脚部
と脚部結合体の間に着脱自在に取り付けられる脚部接続体を、さらに有し、脚部端部の形
状が異なっていても脚部結合体を脚部接続体を介して脚部に取り付けることができるもの
である。
【００１７】
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　本発明によれば、脚部と脚部結合体の間に脚部接続体を取り付けることにより、脚部の
端部形状が異なっていても、脚部の端部形状に適合して脚部結合体を脚部接続体を介して
脚部に取り付けることができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の転倒防止機器によれば、使用者が無理な姿勢を強いることなく容易に操作を行
なうことができるともに、ものが衝突しても破損、損傷する危険性が低くすることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１実施形態における転倒防止機器が取り付けられたディスプレイスタ
ンドを示す図である。
【図２】同転倒防止機器の上部斜視図である。
【図３】（ａ）同転倒防止機器の右側面図である。（ｂ）同転倒防止機器の上面図である
。
【図４】本発明の第１実施形態における転倒防止機器の分解図である。
【図５】（ａ）図２のＡ-Ａ断面斜視図である。（ｂ）本発明の第１実施形態における上
部脚部結合体の下部斜視図である。
【図６】（ａ）転倒防止スタンドが床面の位置にある転倒防止機器を示す右側面図である
。（ｂ）図６（ａ）の転倒防止機器の内部構造を示す図である。
【図７】（ａ）転倒防止スタンドが脚部上方の位置にある転倒防止機器を示す右側面図で
ある。（ｂ）図７（ａ）の転倒防止機器の内部構造を示す図である。
【図８】転倒防止スタンドが前方から外力が受けた状態を示す図である。
【図９】（ａ）転倒防止機器を脚部に取り付けようとしている状態を示す下方斜視図であ
る。（ｂ）転倒防止機器を脚部に取り付けようとしている状態を示す上方斜視図である。
【図１０】本発明の第２実施形態における転倒防止機器の上部斜視図である。
【図１１】（ａ）同転倒防止機器の右側面図である。（ｂ）同転倒防止機器の上面図であ
る。
【図１２】本発明の第２実施形態における転倒防止機器の分解図である。
【図１３】（ａ）図１０のＡ-Ａ断面斜視図である。（ｂ）本発明の第２実施形態におけ
る転倒防止機器の上部脚部結合体の下部斜視図である。（ｃ）同転倒防止機器の解除ボタ
ンの下部斜視図である。
【図１４】（ａ）転倒防止スタンドが床面の位置にある転倒防止機器を示す右側面図であ
る。（ｂ）同転倒防止機器の内部構造を示す図である。
【図１５】（ａ）転倒防止スタンドが床面の位置にある場合の解除ボタンの回転軸押圧部
と回転軸の配置を示す図である。（ｂ）転倒防止スタンドが床面の位置にある場合の移動
部材の移動部材上部傾斜部と解除ボタンの解除ボタン後部凸部の配置を示す図である。
【図１６】（ａ）転倒防止スタンドが床面の位置の維持状態の解除後の解除ボタンの回転
軸押圧部と回転軸の配置を示す図である。（ｂ）転倒防止スタンドが床面の位置の維持状
態の解除後の移動部材の移動部材上部傾斜部と解除ボタンの解除ボタン中部凸部の配置を
示す図である。
【図１７】（ａ）転倒防止スタンドが床面の位置の解除状態が維持された転倒防止機器を
示す右側面図である。（ｂ）同転倒防止機器の内部構造を示す図である。
【図１８】（ａ）転倒防止スタンドが脚部上方の位置にある転倒防止機器を示す右側面図
である。（ｂ）同転倒防止機器の内部構造を示す図である。
【図１９】本発明の変形例１の脚部接続体を用いて脚部に取り付けられる転倒防止機器を
示す図である。
【図２０】従来の補助スタンドがベース部上方の移動許容位置にある黒板用スタンドを示
す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２０】
（第１実施形態）
　以下、本発明の転倒防止機器の第１実施形態について図面を参照にしながら説明する。
ここで、図１は本発明の第１実施形態における転倒防止機器が取り付けられたディスプレ
イスタンドを示す図である。
【００２１】
　転倒防止機器１は、ディスプレイ３を支持する脚部２に取り付けられ、ディスプレイ３
が転倒しないように支持するための機器である。図１に示すように、ディスプレイ３は、
支柱４の上部に懸架されている。そして、支柱４の端部には脚パイプ５が取り付けられ、
脚パイプ５の両端部に脚部２が取り付けられている。ここで、本実施形態では、支柱４と
脚パイプ５を脚部２と別部材として説明しているが、これに限らず、支柱４と脚パイプ５
もディスプレイ３を支持するものであるので、支柱４と脚パイプ５も含めて脚部２として
もよい。また、脚部２の前後略両端部にはキャスター６が設けられている。このキャスタ
ー６により、ディスプレイスタンドを前後左右に移動させることができる。なお、本実施
形態では、脚部２に支持されている対象をディスプレイ３としたが、これに限らず、ホワ
イトボード、黒板などの他の上部媒体であってもよい。
【００２２】
　次に、転倒防止機器１について図２および図３を参照にしながら説明する。ここで、図
２は本発明の第１実施形態における転倒防止機器の上部斜視図であり、図３（ａ）は同転
倒防止機器の右側面図であり、図３（ｂ）は同転倒防止機器の上面図である。
【００２３】
　図２に示すように、転倒防止機器１は、脚部結合体７と、転倒防止スタンド８と、解除
レバー９（床面状態解除手段）と、係止部１０を有している。
【００２４】
　脚部結合体７は、プラスチック製で、脚部２の前方端部に取り付けられる部材である。
この脚部結合体７の脚部２側には、断面四角形状をした結合体凸部１１が形成され、その
結合体凸部１１には後述するキャスター螺子２９が挿入される凸部キャスター螺子挿入孔
１２が形成されている。なお、本実施形態では、脚部結合体７をプラスチック製としたが
、これに限らず、金属であってもよい。脚部結合体７の具体的構造については後述する。
【００２５】
　転倒防止スタンド８は、スチール製で、脚部結合体７の結合部１３で脚部結合体７と結
合している（図３（ａ）参照）。そして、結合部１３を軸として、床面の位置から脚部２
上方の位置まで回動させることができる。ここで、本実施形態では、転倒防止スタンド８
が床面の位置にあるときでも、転倒防止スタンド８が床面と接することなく、少し浮いて
いる。また、転倒防止スタンド８の先端にはプラスチック部材１４が取り付けられている
（図３（ａ）参照）。このプラスチック部材１４により、床面が傷付くことを防止するこ
とができる。なお、本実施形態では、床面の位置にあるときは転倒防止スタンド８が床面
から少し浮いているとして説明したが、これに限らず、転倒防止スタンド８が床面と接す
るようにしてもよい。ここで、床面の位置とは、転倒防止スタンド８が床面方向に位置す
る場合のその位置のことである。
【００２６】
　解除レバー９は、転倒防止スタンド８の床面の位置の維持状態を解除するために操作す
るレバーである。解除レバー９は、転倒防止スタンド８が床面の位置にあるときに、転倒
防止スタンド８近傍の脚部２側で、転倒防止スタンド８の左右側面から延出して設けられ
ている。解除レバー９がこの位置に設けられているので、使用者は、解除レバー９を足で
操作することができる。
【００２７】
　係止部１０は、転倒防止スタンド８を床面の位置に維持させるための部材である。係止
部１０は、転倒防止スタンド８の上部に一体的に設けられている。この係止部１０が脚部
結合体７の下部に係止されることにより、転倒防止スタンド８を床面の位置の状態に維持
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させることができる。なお、本実施形態では、係止部１０を転倒防止スタンド８の上部に
一体的に設けたが、必ずしも係止部１０を転倒防止スタンド８と一体的に設ける必要はな
く、脚部結合体７の下部と係止するものあれば転倒防止スタンド８と別体に設けたもので
あってもよい。
【００２８】
　次に、転倒防止機器１の組立手順について図４および図５を参照にしながら説明する。
ここで、図４は本発明の第１実施形態における転倒防止機器の分解図であり、図５（ａ）
は図２のＡ-Ａ断面斜視図であり、図５（ｂ）は本発明の第１実施形態における上部脚部
結合体の下部斜視図である。
【００２９】
　脚部結合体７は、転倒防止スタンド８との結合部１３に脚部２方向の長孔１５が形成さ
れている（図４参照）。そして、脚部結合体７の下部脚部結合体７ａの移動部材挿入孔１
６に移動部材１７を挟み込むとともに、上部脚部結合体７ｂのナット係止具１８（図５（
ｂ）参照）にナット１９を挿入し、下部脚部結合体７ａの上部から脚部結合体７の上部脚
部結合体７ｂを結合させる（図５（ａ）参照）。このように、上部脚部結合体７ｂのナッ
ト係止具１８がナット１９を保持しながら、下部脚部結合体７ａと上部脚部結合体７ｂを
結合させることができる。なお、下部脚部結合体７ａと上部脚部結合体７ｂとを結合させ
るときには、弾性バネ２０の一端が移動部材１７上部の移動部材バネ係止孔２１に取り付
けられ、他端が下部脚部結合体７ａの脚部結合体バネ係止孔２２に取り付けられている。
そして、移動部材１７の移動部材支持孔３０に脚部結合体７の長孔１５から両端内部に雌
ネジが形成された回転軸２６が挿入され、脚部結合体７の左右両端が解除レバー支持部２
３上部と転倒防止スタンド８上部により挟み込まれ、その挟み込まれた状態で、転倒防止
スタンド８上部のスタンド支持孔２４から、解除レバー支持部２３上部のレバー支持孔２
５、脚部結合体７の長孔１５を介して、雄ネジが形成された留め具２７が回転軸２６に挿
入され螺合される。これにより、転倒防止スタンド８と解除レバー９（解除レバー支持部
２３含む）を結合部１３で脚部結合体７に結合させることができる（図４参照）。なお、
本実施形態では、解除レバー支持部２３を解除レバー９と別構成として説明しているが、
これに限らず、解除レバー支持部２３を含めて解除レバー９としてもよい。また、上述の
脚部結合体７と転倒防止スタンド８の結合部１３とは、脚部結合体７の長孔１５の留め具
２７の位置のことである。
【００３０】
　次に、転倒防止スタンド８が床面の位置にある転倒防止機器１について図６を参照にし
ながら説明する。ここで、図６（ａ）は転倒防止スタンドが床面の位置にある転倒防止機
器を示す右側面図であり、図６（ｂ）は図６（ａ）の転倒防止機器の内部構造を示す図で
ある。
【００３１】
　転倒防止機器１の転倒防止スタンド８が床面の位置にあるときは、転倒防止スタンド８
が脚部結合体７の先端から延出している。また、転倒防止機器１の転倒防止スタンド８が
床面の位置にあるとき、特に、転倒防止スタンド８の先端が床面と接することなく、少し
浮いているときは、そのまま転倒防止機器１を備えたディスプレイスタンド（図示略）を
移動させることができる。また、この状態で、転倒防止機器１を備えたディスプレイスタ
ンド（図示略）に外力が働き傾くと、転倒防止機器１の転倒防止スタンド８が床面と接す
ることとなるので、転倒を防止することができる。また、転倒防止スタンド８が床面に接
するときにはプラスチック部材１４がまず床面に接するので、床面が傷付くことを防止す
ることができる。転倒防止機器１の転倒防止スタンド８が床面の位置にあるときは、転倒
防止スタンド８上部の係止部１０が脚部結合体７下部と係止されているとともに、転倒防
止スタンド８が脚部２方向の弾性バネ２０のバネ弾性力を受けている。これにより、転倒
防止スタンド８の床面の位置の状態を維持させることができる。この弾性バネ２０と係止
部１０により床面状態維持手段を構成している。ここで、床面状態維持手段は、転倒防止
スタンド８を床面の位置の状態に維持するための手段である。また、本実施形態では、弾
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性バネ２０と係止部１０により床面状態維持手段を構成させたが、これに限らず、他の部
材を含んでもよい。
【００３２】
　転倒防止スタンド８が床面の位置の状態にあるときに、使用者が足で解除レバー９を奥
方向に操作（押圧）することにより転倒防止スタンド８の床面の位置の維持状態を解除す
ることができる。そして、解除レバー９により転倒防止スタンド８の床面の位置の維持状
態が解除された後は、転倒防止スタンド８を足に引っ掛けて脚部２上方の位置に移動させ
ることができる。具体的には、使用者により解除レバー９が押圧されると、弾性バネ２０
によるバネ弾性力に逆らって、転倒防止スタンド８が脚部結合体７の長孔１５に沿って前
方側（脚部２の方向と逆方向）に移動するとともに、係止部１０が移動部材１７の下部に
より前方に押圧されることにより、係止部１０が脚部結合体７の前方に移動する。これに
より、係止部１０による脚部結合体７と転倒防止スタンド８の係止が解かれ、転倒防止ス
タンド８の床面の位置の維持状態が解除される。ここで、図７（ａ）は転倒防止スタンド
が脚部上方の位置にある転倒防止機器を示す右側面図であり、図７（ｂ）は図７（ａ）の
転倒防止機器の内部構造を示す図である。
【００３３】
　このように、使用者が解除レバー９を足で操作して、転倒防止スタンド８の床面の位置
の維持状態を解除し、転倒防止スタンド８を脚部２上方の位置にすることができるので、
使用者が無理な姿勢を強いることなく容易に操作を行なうことができる。
【００３４】
　転倒防止スタンド８が脚部２上方の位置の状態では、転倒防止スタンド８と脚部結合体
７の結合部１３が長孔１５の前方側に位置した状態となり、移動部材１７下部先端が脚部
結合体７より少し前方側に位置している。この状態では、弾性バネ２０が伸びた状態とな
り、移動部材１７後方端部が下部脚部結合体７ａの移動部材挿入孔１６の後端部に係止さ
れている（図７（ｂ）参照）。これにより、転倒防止スタンド８の脚部２上方の位置の状
態が維持される。
【００３５】
　次に、転倒防止スタンド８が床面の位置の状態にあるときに、転倒防止スタンド８が前
方から外力が受けた場合について図８を参照にしながら説明する。ここで、図８は転倒防
止スタンド８が前方から外力が受けた状態を示す図である。
【００３６】
　転倒防止スタンド８が床面の位置の状態にあるときに、転倒防止スタンド８が前方から
外力が受けると、転倒防止スタンド８は、弾性バネ２０によるバネ弾性力に逆らって転倒
防止スタンド８と脚部結合体７との結合部１３が脚部結合体７の長孔１５に沿って脚部２
の方向と逆方向に移動するとともに、脚部結合体下部Ａを軸として、転倒防止スタンド８
先端が脚部２方向に回動する。
【００３７】
　このように、脚部結合体下部Ａを軸として弾性バネ２０によるバネ弾性力に逆らって転
倒防止スタンド８先端が脚部２方向に回動するので、転倒防止スタンド８にものが衝突し
ても破損、損傷する危険性を低くすることができる。
【００３８】
　次に、転倒防止機器１をディスプレイスタンドの脚部２に取り付ける手順について説明
する。ここで、図９（ａ）は転倒防止機器を脚部に取り付けようとしている状態を示す下
方斜視図であり、図９（ｂ）は転倒防止機器を脚部に取り付けようとしている状態を示す
上方斜視図である。
【００３９】
　転倒防止機器１をディスプレイスタンドの脚部２に取り付けるには、転倒防止機器１の
結合体凸部１１を脚部２の先端部から挿入する。ここで、この挿入の際には脚部２の先端
下部に脚部キャスター螺子挿入孔２８が形成されている。そして、キャスター６のキャス
ター螺子２９が脚部キャスター螺子挿入孔２８を介して凸部キャスター螺子挿入孔１２に
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挿入され、その凸部キャスター螺子挿入孔１２上部のナット１９とキャスター螺子２９が
螺合される。これにより、転倒防止機器１がディスプレイスタンドの脚部２に取り付けら
れる。なお、ディスプレイスタンドの脚部２は通常断面が下部開口のコの字形状、もしく
はロの字形状で形成されているので、コの字形状の脚部２の場合は、図９に示すように脚
部キャスター螺子挿入孔２８が形成された脚部下部取付板３２を脚部２下部端部に取付け
、ロの字形状の脚部２の場合は、脚部２下部の板に脚部キャスター螺子挿入孔２８を形成
させる。このように、結合体凸部１１の端部を脚部２端部内に挿入することにより、脚部
結合体７は、脚部２の端部に着脱自在に取り付けられる。なお、本実施形態では、結合体
凸部１１の端部を脚部２端部内に挿入させて、脚部結合体７を脚部２の端部と着脱自在に
取り付けるようにしたが、これに限らず、脚部結合体７を脚部２と一体的に構成させ、着
脱できないようにしてもよい。
【００４０】
（第２実施形態）
　次に、本発明の転倒防止機器の第２実施形態について図面を参照しながら説明する。こ
こで、本発明の第２実施形態と第１実施形態の異なるところは、第１実施形態の転倒防止
機器１では、使用者が足で解除レバー９を操作することにより、転倒防止スタンド８の床
面の位置の維持状態を解除するようにしたが、第２実施形態では、使用者が足で解除ボタ
ン４２を操作することにより、転倒防止スタンド４３の床面の位置の維持状態を解除する
ようにしたところが異なる。なお、第２実施形態においては、第１実施形態と異なるとこ
ろを中心に説明する。また、第２実施形態では、第１実施形態と同一構成については、同
一符号を用い、同一作用効果を奏するものとし説明は省略する。また、第２実施形態の転
倒防止機器４１についても、図１で説明したように、ディスプレイ３を支持する脚部２に
取り付けられ、ディスプレイ３が転倒しないように支持するために用いられる。ここで、
第２実施形態の転倒防止機器４１についても、第１実施形態の転倒防止機器１と同様、図
１に示すようにディスプレイスタンドの脚部２に取り付けられる。
【００４１】
　次に、転倒防止機器４１について図１０および図１１を参照にしながら説明する。ここ
で、図１０は本発明の第２実施形態における転倒防止機器の上部斜視図であり、図１１（
ａ）は同転倒防止機器の右側面図であり、図１１（ｂ）は同転倒防止機器の上面図である
。
【００４２】
　図１０に示すように、転倒防止機器４１は、脚部結合体４４と、転倒防止スタンド４３
と、解除ボタン４２（床面状態解除手段）と、係止部４５を有している。
【００４３】
　脚部結合体４４は、上部に解除ボタン挿入孔４６が形成されている。この解除ボタン挿
入孔４６内に解除ボタン４２が配されている。その他については、第１実施形態の脚部結
合体７とほぼ同一であるので、説明は省略する。
【００４４】
　転倒防止スタンド４３は、第１実施形態の転倒防止スタンド８と多少異なるところもあ
るが、第１実施形態の転倒防止スタンド４３と実質的にほぼ同一構成であるので、説明は
省略する。
【００４５】
　解除ボタン４２は、転倒防止スタンド４３の床面の位置の維持状態を解除するために操
作するボタンである。この解除ボタン４２を押圧することにより、転倒防止スタンド４３
が床面の位置の維持状態を解除することができる。また、解除ボタン４２が脚部結合体４
４上部の解除ボタン挿入孔４６に設けられているので、使用者は、解除ボタン４２を足で
操作することができる。
【００４６】
　係止部４５は、転倒防止スタンド４３を床面の位置に維持させるための部材である。係
止部４５は、転倒防止スタンド４３の上部に一体的に設けられている。なお、第２実施形
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態の係止部４５は、強度補強のため、第１実施形態の係止部１０より、横幅が長く形成さ
れている。その他については、第１実施形態の係止部１０とほぼ同一であるので、説明は
省略する。
【００４７】
　次に、転倒防止機器４１の組立手順を図１２および図１３に示す。ここで、図１２は本
発明の第２実施形態における転倒防止機器の分解図であり、図１３（ａ）は図１０のＢ-
Ｂ断面斜視図であり、図１３（ｂ）は本発明の第２実施形態における転倒防止機器の上部
脚部結合体の下部斜視図であり、図１３（ｃ）は同転倒防止機器の解除ボタンの下部斜視
図である。
【００４８】
　脚部結合体４４は、第１実施形態同様、転倒防止スタンド４３との結合部１３に脚部２
方向の長孔１５が形成されている（図１２参照）。そして、脚部結合体４４の下部脚部結
合体４４ａの移動部材挿入孔１６に移動部材５１を挟み込むとともに、上部脚部結合体４
４ｂのナット係止具１８（図１３（ｂ）参照）にナット１９を挿入し、下部脚部結合体４
４ａの上部から上部脚部結合体４４ｂを結合させる（図１３（ａ）参照）。このように、
上部脚部結合体４４ｂのナット係止具１８がナット１９を保持しながら、下部脚部結合体
４４ａと上部脚部結合体４４ｂを結合させることができる。なお、下部脚部結合体４４ａ
と上部脚部結合体４４ｂとを結合させるときには、弾性バネ２０の一端が移動部材５１上
部の移動部材バネ係止孔２１に取り付けられ、他端が下部脚部結合体４４ａの脚部結合体
バネ係止孔２２に取り付けられている。そして、移動部材５１の移動部材支持孔３０に脚
部結合体４４の長孔１５から両端内部に雌ネジが形成された回転軸２６が挿入され、そし
て、脚部結合体４４の左右両端が転倒防止スタンド４３上部により挟み込まれた状態で、
転倒防止スタンド４３上部のスタンド支持孔２４から、脚部結合体４４の長孔１５を介し
て、雄ネジが形成された留め具２７が回転軸２６に挿入され螺合される。これにより、転
倒防止スタンド４３を結合部１３で脚部結合体４４に結合させることができる（図１３参
照）。
【００４９】
　移動部材５１の後方上部には移動部材上部傾斜部４８が形成され、解除ボタン４２内の
中部には解除ボタン中部凸部４７が形成されている。そして、転倒防止スタンド４３の床
面の位置の解除状態が維持されているときには、解除ボタン中部凸部４７が移動部材上部
傾斜部４８に係合されている（図１６（ｂ）参照）。なお、移動部材上部傾斜部４８およ
び解除ボタン中部凸部４７の詳細については後述する。ここで、第２実施形態では、解除
ボタン４２を操作することにより転倒防止スタンド４３の床面の位置の維持状態を解除す
るようにしているので、解除レバー９（解除レバー支持部２３含む）は設けられていない
。
【００５０】
　解除ボタン４２の前方底側面に回転軸係止凹部５２が形成され、解除ボタン４２の後方
底側面には回転軸２６を押圧する回転軸押圧部５３が形成されている（図１３（ｃ）参照
）。この回転軸押圧部５３は後向下方傾斜面形状をしている。そして、転倒防止スタンド
４３の床面の位置の解除状態が維持されているときには、回転軸係止凹部５２に回転軸２
６が係合されている（図１６（ａ）参照）。なお、回転軸係止凹部５２および回転軸押圧
部５３の詳細については後述する。
【００５１】
　次に、転倒防止スタンド４３が床面の位置にある転倒防止機器４１について図１４およ
び図１５を参照にしながら説明する。ここで、図１４（ａ）は転倒防止スタンドが床面の
位置にある転倒防止機器を示す右側面図であり、図１４（ｂ）は同転倒防止機器の内部構
造を示す図である。図１５（ａ）は転倒防止スタンドが床面の位置にある場合の解除ボタ
ンの回転軸押圧部と回転軸の配置を示す図であり、図１５（ｂ）は転倒防止スタンドが床
面の位置にある場合の移動部材の移動部材上部傾斜部と解除ボタンの解除ボタン後部凸部
の配置を示す図である。
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【００５２】
　転倒防止機器４１の転倒防止スタンド４３が床面の位置にあるときは、第１実施形態同
様、転倒防止スタンド４３が脚部結合体４４の先端から延出している。また、転倒防止機
器４１の転倒防止スタンド４３が床面の位置にあるときは、第１実施形態同様、転倒防止
スタンド４３上部の係止部４５が脚部結合体４４下部と係止されているとともに、転倒防
止スタンド４３が脚部２方向の弾性バネ２０のバネ弾性力を受けている。これにより、転
倒防止スタンド４３の床面の位置の状態を維持させることができる。この弾性バネ２０と
係止部４５により床面状態維持手段を構成している。ここで、床面状態維持手段は、転倒
防止スタンド４３を床面の位置の状態に維持するための手段である。また、本実施形態で
は、弾性バネ２０と係止部４５により床面状態維持手段を構成させたが、これに限らず、
他の部材を含んでもよい。
【００５３】
　転倒防止スタンド４３が床面の位置にあるときは、移動部材５１が長孔１５の後方側（
脚部２の方向）に位置している。この状態では、解除ボタン４２の解除ボタン中部凸部４
７と移動部材５１の移動部材上部傾斜部４８は係合されず、解除ボタン４２の解除ボタン
後部凸部４９と移動部材５１の移動部材上部傾斜部４８が係合されている。また、回転軸
係止凹部５２と回転軸２６も係合されていない（図１５（ｂ）参照）。
【００５４】
　次に、転倒防止スタンド４３の床面の位置の維持状態が解除される転倒防止機器４１に
ついて図１６を参照にしながら説明する。ここで、図１６（ａ）は転倒防止スタンドが床
面の位置の維持状態の解除後の解除ボタンの回転軸押圧部と回転軸の配置を示す図であり
、図１６（ｂ）は転倒防止スタンドが床面の位置の維持状態の解除後の移動部材の移動部
材上部傾斜部と解除ボタンの解除ボタン中部凸部の配置を示す図である。
【００５５】
　転倒防止スタンドが床面の位置が維持されている状態から、使用者が足で解除ボタン４
２を下方に操作（押圧）することにより転倒防止スタンド４３の床面の位置の維持状態が
解除される。具体的には、解除ボタン４２が下方に操作（押圧）されることにより、解除
ボタン４２の後方底側面の回転軸押圧部５３が回転軸２６を押圧するとともに、解除ボタ
ン４２内後部の解除ボタン後部凸部４９が移動部材５１の移動部材上部傾斜部４８を押圧
した後に、解除ボタン４２内中部の解除ボタン中部凸部４７により移動部材５１の移動部
材上部傾斜部４８が押圧される。このように押圧されることにより、移動部材５１が前方
側に移動するとともに移動部材５１に回転軸２６を中心とした回転力が与えられる。ここ
で、解除ボタン４２の解除ボタン中部凸部４７が移動部材５１の移動部材上部傾斜部４８
を押圧しているときは、解除ボタン４２の解除ボタン後部凸部４９は移動部材５１の移動
部材上部傾斜部４８と接触していない。このように、回転軸押圧部５３は後向下方傾斜面
形状をしているので回転軸２６はその傾斜面に沿って前方側に移動し、また、移動部材５
１後方の移動部材上部傾斜部４８も後向下方傾斜面形状をしているので移動部材５１も前
方側に移動するとともに回転軸２６を中心として回転する。以上のように、弾性バネ２０
によるバネ弾性力に逆らって、回転軸２６と連結する転倒防止スタンド４３が脚部結合体
４４の長孔１５に沿って前方側（脚部２の方向と逆方向）に移動するとともに、係止部４
５が移動部材５１の下部により前方に押圧され、係止部４５が脚部結合体４４の前方に移
動することとなる。そして、移動部材１７後方端部が下部脚部結合体４４ａの移動部材挿
入孔１６の後端部に係止されることにより、転倒防止スタンド４３の床面の位置の解除状
態を維持させることができる。また、転倒防止スタンド４３の床面の位置の解除状態を維
持されているときには、解除ボタン４２の解除ボタン後部凸部４９が移動部材５１の後方
上部の移動部材上部傾斜部４８と係合されず、回転軸２６が解除ボタン４２の回転軸係止
凹部５２と係合している（図１６（ｂ）参照）。このように、係止部４５による脚部結合
体４４と転倒防止スタンド４３の係止が解かれ、転倒防止スタンド４３の床面の位置の維
持状態が解除される。ここで、図１７（ａ）は転倒防止スタンドが床面の位置の解除状態
が維持された転倒防止機器を示す右側面図であり、図１７（ｂ）は同転倒防止機器の内部
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構造を示す図である。そして、解除ボタン４２により転倒防止スタンド４３の床面の位置
の維持状態が解除された後は、転倒防止スタンド４３を足に引っ掛けて脚部２上方の位置
に移動させることができる。ここで、図１８（ａ）は転倒防止スタンドが脚部上方の位置
にある転倒防止機器を示す右側面図であり、図１８（ｂ）は同転倒防止機器の内部構造を
示す図である。
【００５６】
　このように、使用者が解除ボタン４２を足で操作して、転倒防止スタンド４３の床面の
位置の維持状態を解除し、転倒防止スタンド４３を脚部２上方の位置にすることができる
ので、使用者が無理な姿勢を強いることなく容易に操作を行なうことができる。その他に
ついては、第１実施形態とほぼ同一であるので、説明は省略する。
【００５７】
　今回開示された実施の形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考え
られるべきである。本発明の範囲は、上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示
され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図
される。
【００５８】
　次に、変形例について説明する。
　（変形例１）
　上記第２実施形態では、脚部２と脚部結合体７を重ね合わせて接合させたが、変形例１
では、脚部２と脚部結合体７の間に脚部接続体３３を着脱自在に取り付け、脚部２と脚部
結合体７の間に脚部接続体３３を挟んで接合させたところが異なる。なお、上述の異なる
ところ以外については、変形例１と本実施形態は同じであるので、異なるところを中心に
説明する。また、変形例１では、説明の便宜上、第２実施形態の図面を用いて説明するが
、変形例１は第１実施形態についても適用される。
【００５９】
　脚部接続体３３を用いて転倒防止機器１をディスプレイスタンドの脚部２に取り付ける
手順について説明する。ここで、図１９は、本発明の変形例１の脚部接続体を用いて脚部
に取り付けられる転倒防止機器を示す図である。
【００６０】
　図１９に示すように、脚部接続体３３は、脚部２と脚部結合体７の間に着脱自在に取り
付けられる部材である。脚部接続体３３は、断面が上部開口のコの字形状で形成され、底
辺に接続体キャスター螺子挿入孔３４が形成されている。
【００６１】
　脚部接続体３３を用いて転倒防止機器１をディスプレイスタンドの脚部２に取り付ける
際には、まず転倒防止機器１の結合体凸部１１に形成された凸部キャスター螺子挿入孔１
２と脚部接続体３３の接続体キャスター螺子挿入孔３４を合せて、脚部接続体３３上部か
ら結合体凸部１１を重ね合わせ、その状態で脚部２の先端部から結合体凸部１１が挿入さ
れる。そして、キャスター６のキャスター螺子２９が脚部キャスター螺子挿入孔２８から
、接続体キャスター螺子挿入孔３４を介して、凸部キャスター螺子挿入孔１２に挿入され
、凸部キャスター螺子挿入孔１２上部のナット１９とキャスター螺子２９が螺合される。
これにより、脚部接続体３３を用いて転倒防止機器１がディスプレイスタンドの脚部２に
取り付けられる。なお、変形例１では、脚部接続体３３の断面を上部開口のコの字形状と
したが、これに限らず、断面ロの字形状で形成してもよい。
【００６２】
　このように、脚部２と脚部結合体７間に脚部接続体３３取り付けることにより、脚部２
の端部形状が異なっていても、各種の脚部２の端部形状に適合させて転倒防止機器１が脚
部接続体３３を介して脚部２に取り付けられる。また、結合体凸部１１の横幅や縦幅を小
さくすることにより、横幅や縦幅の小さい脚部２であっても、その脚部２に適合させて転
倒防止機器１を取り付けられる。
【符号の説明】
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１　　転倒防止機器
２　　脚部
３　　ディスプレイ
４　　支柱
５　　脚パイプ
６　　キャスター
７　　脚部結合体
７ａ　下部脚部結合体
７ｂ　上部脚部結合体
８　　転倒防止スタンド
９　　解除レバー
１０　係止部
１１　結合体凸部
１２　凸部キャスター螺子挿入孔
１３　結合部
１４　プラスチック部材
１５　長孔
１６　移動部材挿入孔
１７　移動部材
１８　ナット係止具
１９　ナット
２０　弾性バネ
２１　移動部材バネ係止孔
２２　脚部結合体バネ係止孔
２３　解除レバー支持部
２４　スタンド支持孔
２５　レバー支持孔
２６　回転軸
２７　留め具
２８　脚部キャスター螺子挿入孔
２９　キャスター螺子
３０　移動部材支持孔
３１　螺子
３２　脚部下部取付板
３３　脚部接続体
３４　接続体キャスター螺子挿入孔
４１　転倒防止機器
４２　解除ボタン
４３　転倒防止スタンド
４４　脚部結合体
４５　係止部
４６　解除ボタン挿入孔
４７　解除ボタン中部凸部
４８　移動部材上部傾斜部
４９　解除ボタン後部凸部
５１　移動部材
５２　回転軸係止凹部
５３　回転軸押圧部
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